
瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成２８年３月３１日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１３号 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

 瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

 

 

 



 

 

 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６

条第１項の規定に基づく建築物に関する確認の

申請に対する審査に係る建築確認申請手数料又

は同法第１８条第２項の規定に基づく建築物に

関する通知に係る手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

建築基準法第７条第１項の規定に基づく建築物に

関する完了検査の申請に対する審査に係る完了検

査申請手数料（同法第７条の３第２項の規定に基

づく建築物に関する中間検査の申請のあったもの

＜省略＞  

種類 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築基準法

（昭和２５年

法律第２０１

号）第６条第

１項の規定に

基づく建築物

に関する確認

の申請に対す

る審査に係る

建築確認申請

手数料又は同

法第１８条第

２項の規定に

基づく建築物

に関する通知

に係る手数料 

 ＜省略＞ 

構造計算適合性判

定を行う建築物に

ついて加算するも

の（ただし、２以

上の部分が相互に

応力を伝えない構

造方法のみで接し

ている建築物の当

該建築物の部分

は、それぞれ別の

建 築 物 と み な

す。） 

国土交通大臣の

認定を受けたプ

ログラムによる

構造計算によっ

て構造方法の安

全性を確かめた

建築物に係るも

の 

１の建築物につき１

１０，０００円 

その他のもの １の建築物につき１

６０，０００円 

建築基準法第７条第１項の規定に基づく建築物に

関する完了検査の申請に対する審査に係る完了検

査申請手数料（同法第７条の３第２項の規定に基

づく建築物に関する中間検査の申請のあったもの

＜省略＞ 



 

 

 

に限る。）又は同法第１８条第１６項の規定に基

づく建築物の完了通知に係る手数料（同法第１８

条第１９項の規定に基づく特定工程終了通知のあ

ったものに限る。） 

建築基準法第７条第１項の規定に基づく建築物に

関する完了検査の申請に対する審査に係る完了検

査申請手数料又は同法第１８条第１６項の規定に

基づく建築物の完了通知に係る手数料 

＜省略＞ 

建築基準法第７条の３第２項の規定に基づく建築

物に関する中間検査の申請に対する審査に係る中

間検査申請手数料又は同法第１８条第１９項の規

定に基づく特定工程終了通知に係る手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

に限る。）又は同法第１８条第１４項の規定に基

づく建築物の完了通知に係る手数料（同法第１８

条第１７項の規定に基づく特定工程終了通知のあ

ったものに限る。） 

建築基準法第７条第１項の規定に基づく建築物に

関する完了検査の申請に対する審査に係る完了検

査申請手数料又は同法第１８条第１４項の規定に

基づく建築物の完了通知に係る手数料 

＜省略＞ 

建築基準法第７条の３第２項の規定に基づく建築

物に関する中間検査の申請に対する審査に係る中

間検査申請手数料又は同法第１８条第１７項の規

定に基づく特定工程終了通知に係る手数料 

＜省略＞ 

高齢者、障害

者等の移動等

の円滑化の促

進に関する法

律（平成１８

年法律第９１

号）第１７条

第４項（同法

第１８条第２

項において準

用する場合を

含む。）の規

国土交通大臣の認定を受けたプロ

グラムによる構造計算によって構

造方法の安全性を確かめた建築物

に係るもの 

１の建築物につき１

１０，０００円 

その他のもの １の建築物につき１

６０，０００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築基準法第８８条第１項の規定に基づく工作物

に関する完了検査の申請に対する審査に係る完了

検査申請手数料又は同法第１８条第１６項の規定

に基づく工作物の完了通知に係る手数料 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

定による申し

出に係る特定

建築物につい

て構造計算適

合性判定を行

う場合の認定

申請手数料

（ただし、２

以上の部分が

相互に応力を

伝えない構造

方法のみで接

している建築

物の当該建築

物の部分は、

それぞれ別の

建築物とみな

す。） 

＜省略＞ ＜省略＞ 

建築基準法第８８条第１項の規定に基づく工作物

に関する完了検査の申請に対する審査に係る完了

検査申請手数料又は同法第１８条第１４項の規定

に基づく工作物の完了通知に係る手数料 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 



 

 

 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

（平成２０年

法律第８７

号）第５条第

１項から第３

項までの規定

に基づく長期

優良住宅建築

等計画の認定

申請手数料 

住宅の新築に係る

もの 

長期優良住宅の

普及の促進に関

する法律第６条

第１項各号（第

３号を除く。）

に掲げる基準に

適合すると住宅

の品質確保の促

進等に関する法

律（平成１１年

法律第８１号）

第５条第１項に

規定する登録住

宅性能評価機関

（以下この部及

び次部において

「登録住宅性能

評価機関」とい

う。）が認めた

場合 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 住宅の増築又は改

築に係るもの 

長期優良住宅の

普及の促進に関

する法律第６条

一戸建て住宅１戸につ

き１９，１００円、共

同住宅等の１棟の総戸

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

（平成２０年

法律第８７

号）第５条第

１項から第３

項までの規定

に基づく長期

優良住宅建築

等計画の認定

申請手数料 

長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律第６条第１項各号（第３号

を除く。）に掲げる基準に適合す

ると住宅の品質確保の促進等に関

する法律（平成１１年法律第８１

号）第５条第１項に規定する登録

住宅性能評価機関（以下この部及

び次部において「登録住宅性能評

価機関」という。）が認めた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ 

 

 

 

＜省略＞ 



 

 

 

第１項各号（第

３号を除く。）

に掲げる基準に

適合すると登録

住宅性能評価機

関が認めた場合 

数が５戸以下のときは

申請１戸につき、２

７，７００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以

下のときは申請１戸に

つき、４１，２００円

を同一の建築物につい

て同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が１１戸以

上３０戸以下のときは

申請１戸につき、５

４，６００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が３１戸以上５０戸

以下のときは申請１戸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

につき、９３，０００

円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行わ

れる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が５１戸

以上１００戸以下のと

きは申請１戸につき、

１５２，６００円を同

一の建築物について同

時に申請が行われる住

戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１０１戸以

上２００戸以下のとき

は申請１戸につき、２

４４，８００円を同一

の建築物について同時

に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、

共同住宅等の１棟の総

戸数が２０１戸以上３

００戸以下のときは申

請１戸につき、２９

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

８，５００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が３０１戸以上のと

きは申請１戸につき、

３１７，７００円を同

一の建築物について同

時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額

とする。 

  その他の場合 一戸建て住宅１戸につ

き７５，３００円、共

同住宅等の１棟の総戸

数が５戸以下のときは

申請１戸につき、１６

３，１００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以

下のときは申請１戸に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

つき、２５４，９００

円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行わ

れる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が１１戸

以上３０戸以下のとき

は申請１戸につき、４

９３，５００円を同一

の建築物について同時

に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、

共同住宅等の１棟の総

戸数が３１戸以上５０

戸以下のときは申請１

戸につき、８７５，６

００円を同一の建築物

について同時に申請が

行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が５

１戸以上１００戸以下

のときは申請１戸につ

き、１，４９７，９０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

０円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行

われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等

の１棟の総戸数が１０

１戸以上２００戸以下

のときは申請１戸につ

き、２，７６２，５０

０円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行

われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等

の１棟の総戸数が２０

１戸以上３００戸以下

のときは申請１戸につ

き、３，９４２，７０

０円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行

われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等

の１棟の総戸数が３０

１戸以上のときは申請

１戸につき、４，８２

７，６００円を同一の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額とす

る。 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認定申請手

数料 

住宅の新築につい

て長期優良住宅の

普及の促進に関す

る法律第５条第１

項に規定する長期

優良住宅建築等計

画の認定を受けた

住宅に係る法第９

条第１項の規定に

よるもの以外の変

更の認定の申請の

もの 

長期優良住宅の

普及の促進に関

する法律第８条

第１項の規定に

基づく長期優良

住宅建築等計画

の変更認定申請

（法第６条第１

項各号に掲げる

基準に係る変更

に限る。以下同

じ。）で法第６

条第１項各号

（第３号を除

く。）に掲げる

基準に適合する

と登録住宅性能

評価機関が認め

た場合 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 

 

 

 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認定申請手

数料 

長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律第８条第１項の規定に基づ

く長期優良住宅建築等計画の変更

認定申請（法第６条第１項各号に

掲げる基準に係る変更に限る。以

下同じ）で法第６条第１項各号

（第３号を除く。）に掲げる基準

に適合すると登録住宅性能評価機

関が認めた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 



 

 

 

その他の場合 ＜省略＞ 

 住宅の増築又は改

築について長期優

良住宅の普及の促

進に関する法律第

５条第１項に規定

する長期優良住宅

建築等計画の認定

を受けた住宅に係

る法第９条第１項

の規定によるもの

以外の変更の認定

の申請のもの 

長期優良住宅の

普及の促進に関

する法律第８条

第１項の規定に

基づく長期優良

住宅建築等計画

の変更認定申請

（法第６条第１

項各号に掲げる

基準に係る変更

に限る。以下同

じ。）で法第６

条第１項各号

（第３号を除

く。）に掲げる

基準に適合する

と登録住宅性能

評価機関が認め

た場合 

一戸建て住宅１戸につ

き５，２００円、共同

住宅等の１棟の総戸数

が５戸以下のときは申

請１戸につき１０，５

００円を同一の建築物

について同時に申請が

行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が６

戸以上１０戸以下のと

きは申請１戸につき１

８，６００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が１１戸以上３０戸

以下のときは申請１戸

につき２６，６００円

を同一の建築物につい

て同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得

その他の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 



 

 

 

た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が３１戸以

上５０戸以下のときは

申請１戸につき４９，

６００円を同一の建築

物について同時に申請

が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が

５１戸以上１００戸以

下のときは申請１戸に

つき８５，３００円を

同一の建築物について

同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１０１戸以

上２００戸以下のとき

は申請１戸につき１４

０，６００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

数が２０１戸以上３０

０戸以下のときは申請

１戸につき１７２，９

００円を同一の建築物

について同時に申請が

行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が３

０１戸以上のときは申

請１戸につき１８４，

４００円を同一の建築

物について同時に申請

が行われる住戸の数で

除して得た額とする。 

  その他の場合 一戸建て住宅１戸につ

き３３，４００円、共

同住宅等の１棟の総戸

数が５戸以下のときは

申請１戸につき７８，

２００円を同一の建築

物について同時に申請

が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

６戸以上１０戸以下の

ときは申請１戸につき

１２５，５００円を同

一の建築物について同

時に申請が行われる住

戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１１戸以上

３０戸以下のときは申

請１戸につき２４６，

０００円を同一の建築

物について同時に申請

が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が

３１戸以上５０戸以下

のときは申請１戸につ

き４４０，９００円を

同一の建築物について

同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟

の総戸数が５１戸以上

１００戸以下のときは

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

申請１戸につき７５

８，０００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が１０１戸以上２０

０戸以下のときは申請

１戸につき１，３９

９，６００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が２０１戸以上３０

０戸以下のときは申請

１戸につき１，９９

５，０００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が３０１戸以上のと

きは申請１戸につき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

２，４３９，４００円

を同一の建築物につい

て同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得

た額とする。 

建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上に関する

法律（平成

２７年法律

第５３号）

第２９条第

１項の規定

に基づく建

築物エネル

ギー消費性

能向上計画

認定申請手

数料 

建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第３０条第１項各

号に掲げる基準に適合すると愛知

県知事が定める機関が認めた場合

又は当該基準に適合することを証

する書類として市長が定めるもの

が添付されている場合（以下この

部及び次部において「計画適合性

確認機関が認めた場合等」とい

う。） 

⑴ 一戸建て住宅（人の

居住の用以外の用途に

供する部分を有しない

ものに限る。以下この

部及び次部において同

じ。） １件につき

５，２００円 

⑵ 共同住宅等（共同住

宅、長屋その他の一戸

建て住宅以外の住宅を

いう。以下この部及び

次部において同じ。）

 住戸のみに係るもの

のうち申請に係る戸数

が１のときは１件につ

き５，２００円、申請

に係る戸数が２以上５

以下のときは１件につ

き１０，３００円、申

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

請に係る戸数が６以上

１０以下のときは１件

につき１７，５００

円、申請に係る戸数が

１１以上２５以下のと

きは１件につき２９，

１００円、申請に係る

戸数が２６以上５０以

下のときは１件につき

４８，８００円、申請

に係る戸数が５１以上

１００以下のときは１

件につき８７，３００

円、申請に係る戸数が

１０１以上２００以下

のときは１件につき１

３８，１００円、申請

に係る戸数が２０１以

上３００以下のときは

１件につき１７４，４

００円、申請に係る戸

数が３０１以上のとき

は１件につき１８６，

１００円、建築物全体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

又は建築物全体及び住

戸に係るもののうち１

棟の戸数が１のときは

１件につき５，２００

円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１

件につき１０，３００

円、１棟の総戸数が６

以上１０以下のときは

１件につき１７，５０

０円、１棟の総戸数が

１１以上２５以下のと

きは１件につき２９，

１００円、１棟の総戸

数が２６以上５０以下

のときは１件につき４

８，８００円、１棟の

総戸数が５１以上１０

０以下のときは１件に

つき８７，３００円、

１棟の総戸数が１０１

以上２００以下のとき

は１件につき１３８，

１００円、１棟の総戸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

数が２０１以上３００

以下のときは１件につ

き１７４，４００円、

１棟の総戸数が３０１

以上のときは１件につ

き１８６，１００円 

⑶ その他の建築物  

建築物の延べ面積が３

００平方メートル以内

のときは１件につき１

０，３００円、建築物

の延べ面積が３００平

方メートルを超え２，

０００平方メートル以

内のときは１件につき

２９，１００円、建築

物の延べ面積が２，０

００平方メートルを超

え５，０００平方メー

トル以内のときは１件

につき８７，３００

円、建築物の延べ面積

が５，０００平方メー

トルを超え１０，００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

０平方メートル以内の

ときは１件につき１３

８，１００円、建築物

の延べ面積が１０，０

００平方メートルを超

え２５，０００平方メ

ートル以内のときは１

件につき１７４，４０

０円、建築物の延べ面

積が２５，０００平方

メートルを超えるとき

は１件につき２１８，

０００円 

その他の場合 建築物エネルギ

ー消費性能基準

等を定める省令

（平成２８年経

済産業省令・国

土交通省令第１

号）第１条第１

項第２号イ⑴及

びロ⑴に定める

基準に係るもの 

⑴ 一戸建て住宅 １件

につき３７，１００円 

⑵ 共同住宅等 住戸の

みに係るもののうち申

請に係る戸数が１のと

きは１件につき３７，

１００円、申請に係る

戸数が２以上５以下の

ときは１件につき７

４，９００円、申請に

係る戸数が６以上１０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

以下のときは１件につ

き１０５，４００円、

申請に係る戸数が１１

以上２５以下のときは

１件につき１４８，３

００円、申請に係る戸

数が２６以上５０以下

のときは１件につき２

１３，０００円、申請

に係る戸数が５１以上

１００以下のときは１

件につき３０５，２０

０円、申請に係る戸数

が１０１以上２００以

下のときは１件につき

４１３，５００円、申

請に係る戸数が２０１

以上３００以下のとき

は１件につき５４２，

１００円、申請に係る

戸数が３０１以上のと

きは１件につき６３

６，５００円、建築物

全体又は建築物全体及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

び住戸に係るもののう

ち１棟の戸数が１のと

きは１件につき３７，

１００円、１棟の総戸

数が２以上５以下のと

きは１件につき７４，

９００円、１棟の総戸

数が６以上１０以下の

ときは１件につき１０

５，４００円、１棟の

総戸数が１１以上２５

以下のときは１件につ

き１４８，３００円、

１棟の総戸数が２６以

上５０以下のときは１

件につき２１３，００

０円、１棟の総戸数が

５１以上１００以下の

ときは１件につき３０

５，２００円、１棟の

総戸数が１０１以上２

００以下のときは１件

につき４１３，５００

円、１棟の総戸数が２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

０１以上３００以下の

ときは１件につき５４

２，１００円、１棟の

総戸数が３０１以上の

ときは１件につき６３

６，５００円 

 建築物エネルギ

ー消費性能基準

等を定める省令

第１条第１項第

１号ロ及び第８

条第１号イ⑵に

定める基準に係

るもの 

その他の建築物 建築物

の延べ面積が３００平方

メートル以内のときは１

件につき９５，０００

円、建築物の延べ面積が

３００平方メートルを超

え２，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き１５９，３００円、建

築物の延べ面積が２，０

００平方メートルを超え

５，０００平方メートル

以内のときは１件につき

２５７，９００円、建築

物の延べ面積が５，００

０平方メートルを超え１

０，０００平方メートル

以内のときは１件につき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

３３６，８００円、建築

物の延べ面積が１０，０

００平方メートルを超え

２５，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き４０４，７００円、建

築物の延べ面積が２５，

０００平方メートルを超

えるときは１件につき４

７４，８００円 

  その他のもの その他の建築物 建築物

の延べ面積が３００平方

メートル以内のときは１

件につき２４８，４００

円、建築物の延べ面積が

３００平方メートルを超

え２，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き４０１，８００円、建

築物の延べ面積が２，０

００平方メートルを超え

５，０００平方メートル

以内のときは１件につき

５７３，４００円、建築

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

物の延べ面積が５，００

０平方メートルを超え１

０，０００平方メートル

以内のときは１件につき

７０６，３００円、建築

物の延べ面積が１０，０

００平方メートルを超え

２５，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き８３４，９００円、建

築物の延べ面積が２５，

０００平方メートルを超

えるときは１件につき９

５２，４００円 

建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上に関する

法律第３１

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画適合性確認機関が認めた場合

等 

⑴ 一戸建て住宅 １件

につき３，２００円 

⑵ 共同住宅等 住戸の

みに係るもののうち申

請に係る戸数が１のと

きは１件につき３，２

００円、申請に係る戸

数が２以上５以下のと

きは１件につき６，２

００円、申請に係る戸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

計画変更認

定申請手数

料 

数が６以上１０以下の

ときは１件につき１

０，５００円、申請に

係る戸数が１１以上２

５以下のときは１件に

つき１７，５００円、

申請に係る戸数が２６

以上５０以下のときは

１件につき２９，３０

０円、申請に係る戸数

が５１以上１００以下

のときは１件につき５

２，４００円、申請に

係る戸数が１０１以上

２００以下のときは１

件につき８２，９００

円、申請に係る戸数が

２０１以上３００以下

のときは１件につき１

０４，７００円、申請

に係る戸数が３０１以

上のときは１件につき

１１１，７００円、建

築物全体又は建築物全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

体及び住戸に係るもの

のうち１棟の戸数が１

のときは１件につき

３，２００円、１棟の

総戸数が２以上５以下

のときは１件につき

６，２００円、１棟の

総戸数が６以上１０以

下のときは１件につき

１０，５００円、１棟

の総戸数が１１以上２

５以下のときは１件に

つき１７，５００円、

１棟の総戸数が２６以

上５０以下のときは１

件につき２９，３００

円、１棟の総戸数が５

１以上１００以下のと

きは１件につき５２，

４００円、１棟の総戸

数が１０１以上２００

以下のときは１件につ

き８２，９００円、１

棟の総戸数が２０１以

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

上３００以下のときは

１件につき１０４，７

００円、１棟の総戸数

が３０１以上のときは

１件につき１１１，７

００円 

⑶ その他の建築物 建

築物の延べ面積が３０

０平方メートル以内の

ときは１件につき６，

２００円、建築物の延

べ面積が３００平方メ

ートルを超え２，００

０平方メートル以内の

ときは１件につき１

７，５００円、建築物

の延べ面積が２，００

０平方メートルを超え

５，０００平方メート

ル以内のときは１件に

つき５２，４００円、

建築物の延べ面積が

５，０００平方メート

ルを超え１０，０００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

平方メートル以内のと

きは１件につき８２，

９００円、建築物の延

べ面積が１０，０００

平方メートルを超え２

５，０００平方メート

ル以内のときは１件に

つき１０４，７００

円、建築物の延べ面積

が２５，０００平方メ

ートルを超えるときは

１件につき１３０，８

００円 

 その他の場合 建築物エネルギ

ー消費性能基準

等を定める省令

第１条第１項第

２号イ⑴及びロ

⑴に定める基準

に係るもの 

⑴ 一戸建て住宅 １件

につき１９，２００円 

⑵ 共同住宅等 住戸の

みに係るもののうち申

請に係る戸数が１のと

きは１件につき１９，

２００円、申請に係る

戸数が２以上５以下の

ときは１件につき３

８，５００円、申請に

係る戸数が６以上１０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

以下のときは１件につ

き５４，５００円、申

請に係る戸数が１１以

上２５以下のときは１

件につき７７，１００

円、申請に係る戸数が

２６以上５０以下のと

きは１件につき１１

１，４００円、申請に

係る戸数が５１以上１

００以下のときは１件

につき１６１，３００

円、申請に係る戸数が

１０１以上２００以下

のときは１件につき２

２０，６００円、申請

に係る戸数が２０１以

上３００以下のときは

１件につき２８８，５

００円、申請に係る戸

数が３０１以上のとき

は１件につき３３６，

９００円、建築物全体

又は建築物全体及び住

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

戸に係るもののうち１

棟の戸数が１のときは

１件につき１９，２０

０円、１棟の総戸数が

２以上５以下のときは

１件につき３８，５０

０円、１棟の総戸数が

６以上１０以下のとき

は１件につき５４，５

００円、１棟の総戸数

が１１以上２５以下の

ときは１件につき７

７，１００円、１棟の

総戸数が２６以上５０

以下のときは１件につ

き１１１，４００円、

１棟の総戸数が５１以

上１００以下のときは

１件につき１６１，３

００円、１棟の総戸数

が１０１以上２００以

下のときは１件につき

２２０，６００円、１

棟の総戸数が２０１以

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

上３００以下のときは

１件につき２８８，５

００円、１棟の総戸数

が３０１以上のときは

１件につき３３６，９

００円 

  建築物エネルギ

ー消費性能基準

等を定める省令

第１条第１項第

１号ロ及び第８

条第１号イ⑵に

定める基準に係

るもの 

その他の建築物 建築物

の延べ面積が３００平方

メートル以内のときは１

件につき４８，６００

円、建築物の延べ面積が

３００平方メートルを超

え２，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き８２，６００円、建築

物の延べ面積が２，００

０平方メートルを超え

５，０００平方メートル

以内のときは１件につき

１３７，７００円、建築

物の延べ面積が５，００

０平方メートルを超え１

０，０００平方メートル

以内のときは１件につき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

１８２，３００円、建築

物の延べ面積が１０，０

００平方メートルを超え

２５，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き２１９，９００円、建

築物の延べ面積が２５，

０００平方メートルを超

えるときは１件につき２

５９，３００円 

  その他のもの その他の建築物 建築物

の延べ面積が３００平方

メートル以内のときは１

件につき１２５，２００

円、建築物の延べ面積が

３００平方メートルを超

え２，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き２０３，８００円、建

築物の延べ面積が２，０

００平方メートルを超え

５，０００平方メートル

以内のときは１件につき

２９５，５００円、建築

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

物の延べ面積が５，００

０平方メートルを超え１

０，０００平方メートル

以内のときは１件につき

３６７，１００円、建築

物の延べ面積が１０，０

００平方メートルを超え

２５，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き４３５，０００円、建

築物の延べ面積が２５，

０００平方メートルを超

えるときは１件につき４

９８，２００円 

建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上に関する

法律第３６

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能基準

建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第３６条第２項に

規定する建築物エネルギー消費性

能基準に適合すると愛知県知事が

定める機関が認めた場合又は当該

基準に適合することを証する書類

として市長が定めるものが添付さ

れている場合（以下この部におい

て「基準適合性確認機関が認めた

場合等」という。） 

⑴ 一戸建て住宅（人の

居住の用以外の用途に

供する部分を有しない

ものに限る。以下この

部において同じ。） 

１件につき５，２００

円 

⑵ 共同住宅等（共同

住宅、長屋その他の

一戸建て住宅以外の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

適合認定申

請手数料 

住宅をいう。以下こ

の 部 に お い て 同

じ。） １棟の戸数

が１のときは１件に

つき５，２００円、

１棟の総戸数が２以

上５以下のときは１

件につき１０，３０

０円、１棟の総戸数

が６以上１０以下の

ときは１件につき１

７，５００円、１棟

の総戸数が１１以上

２５以下のときは１

件につき２９，１０

０円、１棟の総戸数

が２６以上５０以下

のときは１件につき

４８，８００円、１

棟の総戸数が５１以

上１００以下のとき

は１件につき８７，

３００円、１棟の総

戸数が１０１以上２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

００以下のときは１

件につき１３８，１

００円、１棟の総戸

数が２０１以上３０

０以下のときは１件

につき１７４，４０

０円、１棟の総戸数

が３０１以上のとき

は１件につき１８

６，１００円 

⑶ その他の建築物 建

築物の延べ面積が３

００平方メートル以

内のときは１件につ

き１０，３００円、

建築物の延べ面積が

３００平方メートル

を超え２，０００平

方メートル以内のと

きは１件につき２

９，１００円、建築

物の延べ面積が２，

０００平方メートル

を超え５，０００平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

方メートル以内のと

きは１件につき８

７，３００円、建築

物の延べ面積が５，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以内の

ときは１件につき１

３８，１００円、建

築物の延べ面積が１

０，０００平方メー

トルを超え２５，０

００平方メートル以

内のときは１件につ

き１７４，４００

円、建築物の延べ面

積が２５，０００平

方メートルを超える

ときは１件につき２

１８，０００円 

 その他の場合 建築物エネルギ

ー消費性能基準

等を定める省令

第１条第１項第

⑴ 一戸建て住宅 １件

につき１９，１００円 

⑵ 共同住宅等 １棟の

戸数が１のときは１件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

２号イ⑵及びロ

⑵に定める基準

に係るもの 

につき１９，１００

円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１

件につき３５，９００

円、１棟の総戸数が６

以上１０以下のときは

１件につき５１，９０

０円、１棟の総戸数が

１１以上２５以下のと

きは１件につき７４，

６００円、１棟の総戸

数が２６以上５０以下

のときは１件につき１

１２，６００円、１棟

の総戸数が５１以上１

００以下のときは１件

につき１７０，３００

円、１棟の総戸数が１

０１以上２００以下の

ときは１件につき２４

２，６００円、１棟の

総戸数が２０１以上３

００以下のときは１件

につき３１３，４００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

円、１棟の総戸数が３

０１以上のときは１件

につき３５６，５００

円 

  建築物エネルギ

ー消費性能基準

等を定める省令

第１条第１項第

１号ロ及び第８

条第１号イ⑵に

定める基準に係

るもの 

その他の建築物 建築物

の延べ面積が３００平方

メートル以内のときは１

件につき９５，０００

円、建築物の延べ面積が

３００平方メートルを超

え２，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き１５９，３００円、建

築物の延べ面積が２，０

００平方メートルを超え

５，０００平方メートル

以内のときは１件につき

２５７，９００円、建築

物の延べ面積が５，００

０平方メートルを超え１

０，０００平方メートル

以内のときは１件につき

３３６，８００円、建築

物の延べ面積が１０，０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

００平方メートルを超え

２５，０００平方メート

ル以内のときは１件につ

き４０４，７００円、建

築物の延べ面積が２５，

０００平方メートルを超

えるときは１件につき４

７４，８００円 

  その他のもの ⑴ 一戸建て住宅 １件

につき３７，１００円 

⑵ 共同住宅等 １棟の

戸数が１のときは１件

につき３７，１００

円、１棟の総戸数が２

以上５以下のときは１

件につき７４，９００

円、１棟の総戸数が６

以上１０以下のときは

１件につき１０５，４

００円、１棟の総戸数

が１１以上２５以下の

ときは１件につき１４

８，３００円、１棟の

総戸数が２６以上５０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

以下のときは１件につ

き２１３，０００円、

１棟の総戸数が５１以

上１００以下のときは

１件につき３０５，２

００円、１棟の総戸数

が１０１以上２００以

下のときは１件につき

４１３，５００円、１

棟の総戸数が２０１以

上３００以下のときは

１件につき５４２，１

００円、１棟の総戸数

が３０１以上のときは

１件につき６３６，５

００円 

⑶ その他の建築物 建

築物の延べ面積が３０

０平方メートル以内の

ときは１件につき２４

８，４００円、建築物

の延べ面積が３００平

方メートルを超え２，

０００平方メートル以

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

内のときは１件につき

４０１，８００円、建

築物の延べ面積が２，

０００平方メートルを

超え５，０００平方メ

ートル以内のときは１

件につき５７３，４０

０円、建築物の延べ面

積が５，０００平方メ

ートルを超え１０，０

００平方メートル以内

のときは１件につき７

０６，３００円、建築

物の延べ面積が１０，

０００平方メートルを

超え２５，０００平方

メートル以内のときは

１件につき８３４，９

００円、建築物の延べ

面積が２５，０００平

方メートルを超えると

きは１件につき９５

２，４００円 

愛知県建築基準条例（昭和３９年愛知県条例第 ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県建築基準条例（昭和３９年愛知県条例第 ＜省略＞ 



 

 

 

４９号）第６条第１項ただし書の規定に基づく

路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限

の適用除外に係る認定申請手数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

４９号）第６条第１項ただし書の規定に基づく

路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限

の適用除外に係る認定申請手数料 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

 備考  備考 

１から４まで ＜省略＞ １から４まで ＜省略＞ 

５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２９条第１項の規

定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の項に規

定する計画適合性確認機関が認めた場合等の金額の欄⑵中建築物全体又

は建築物全体及び住戸に係るものの手数料について、次に掲げる場合に

は、それぞれ次に定める額を加算する。 

⑴ 共用部分がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 １０，３００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

２９，１００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 ８７，３００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 １３８，１００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 １７４，４００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ２１８，０００円 

⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての

 



 

 

 

備考５⑴アからカまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ備考５⑴

アからカまでに定める額 

６ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２９条第１項の規

定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の部に規

定するその他の場合の款に規定する建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に定める基準に係るものの

項に規定する金額の欄⑵中建築物全体又は建築物全体及び住戸に係るも

のの手数料について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加

算する。 

⑴ 共用部分がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 １１８，５００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

１９５，５００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 ３０４，５００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 ３９０，９００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 ４６７，２００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ５４４，２００円 

⑵ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条

第１項第１号ロ及び第８条第１号イ⑵に定める基準に係るものの申請

をする場合に限る。）がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計に



 

 

 

ついての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 ９５，０００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

１５９，３００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 ２５７，９００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 ３３６，８００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 ４０４，７００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ４７４，８００円 

⑶ 非住宅部分（その他のものの申請をする場合に限る。）がある場合 

 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 ２４８，４００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合  

４０１，８００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 ５７３，４００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 ７０６，３００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 ８３４，９００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ９５２，４００円 



 

 

 

７ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３１条第１項の規

定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の項

に規定する計画適合性確認機関が認めた場合等の金額の欄⑵中建築物全

体又は建築物全体及び住戸に係るものの手数料について、次に掲げる場

合には、それぞれ次に定める額を加算する。 

⑴ 共用部分がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 ６，２００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

１７，５００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 ５２，４００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 ８２，９００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 １０４，７００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 １３０，８００円 

⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての

備考７⑴アからカまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ備考７⑴

アからカまでに定める額 

８ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３１条第１項の規

定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の部

に規定するその他の場合の款に規定する建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に定める基準に係るも



 

 

 

のの項に規定する金額の欄⑵中建築物全体又は建築物全体及び住戸に係

るものの手数料について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額

を加算する。 

⑴ 共用部分がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 ６０，３００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

１００，７００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 １６１，０００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 ２０９，３００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 ２５１，１００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ２９３，９００円 

⑵ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条

第１項第１号ロ及び第８条第１号イ⑵に定める基準に係るものの申請

をする場合に限る。）がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計に

ついての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 ４８，６００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

８２，６００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 １３７，７００円 



 

 

 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 １８２，３００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 ２１９，９００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ２５９，３００円 

⑶ 非住宅部分（その他のものの申請をする場合に限る。）がある場合 

当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 １２５，２００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

２０３，８００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 ２９５，５００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 ３６７，１００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 ４３５，０００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ４９８，２００円 

９ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３６条第１項の規

定に基づく建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の項に規

定する基準適合性確認機関が認めた場合等の金額の欄⑵中建築物全体又

は建築物全体及び住戸に係るものの手数料について、次に掲げる場合に

は、それぞれ次に定める額を加算する。 

⑴ 共用部分がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に



 

 

 

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 １０，３００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

２９，１００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 ８７，３００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 １３８，１００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 １７４，４００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ２１８，０００円 

⑵ 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての

備考９⑴アからカまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ備考９⑴

アからカまでに定める額 

１０ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３６条第１項の

規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の部に

規定するその他の場合の款に規定する建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵に定める基準に係るもの

の項に規定する金額の欄⑵及びその他のものの項に規定する金額の欄⑵

に係るものの手数料について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定め

る額を加算する。 

⑴ 共用部分がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 １１８，５００円 



 

 

 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

１９５，５００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 ３０４，５００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 ３９０，９００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 ４６７，２００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ５４４，２００円 

⑵ 非住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条

第１項第１号ロ及び第８条第１号イ⑵に定める基準に係るものの申請

をする場合に限る。）がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計に

ついての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 ９５，０００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

１５９，３００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 ２５７，９００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 ３３６，８００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 ４０４，７００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ４７４，８００円 

⑶ 非住宅部分（その他のものの申請をする場合に限る。）がある場合 



 

 

 

当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

ア ３００平方メートル以内の場合 ２４８，４００円 

イ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 

４０１，８００円 

ウ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場

合 ５７３，４００円 

エ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の

場合 ７０６，３００円 

オ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メートル以内

の場合 ８３４，９００円 

カ ２５，０００平方メートルを超える場合 ９５２，４００円 
  

 

 



 

 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

 


